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別記第 1号様式
( 

代表者 経理責任者 起案者

冨 i、叙..... ',1乞“ ヽ~./ -

｢ 勺 . 、 弐争) 
会派名 社会民主党 支 出 調 書

． 区 ノ刀\ 事 由 費． 一目 . ' 金 額 小 計

•• ① 調査研究費
横須賀市、静岡市、明石市行政調査 交通費 旅費 2峠， 560 自動車燃料費

244,560 
（旅要）平成30年11月 7 日 ~9 日 _ 資料作成費 調査委託費 振込料

会場費 講師謝金 出席者負担金 ・ 会袈

2 研 修 費 交通費 旅費 自動車燃粁費

資料作成費 食糧費 振込料

会場費． 交通費 、自動車燃料費

3 広 報 費
資料作成費 広報誌（紙） 報告書等印刷費

送料（折込料含む） 、ウェブページ掲載代 茶菓子代

振込料

4 広 聴 費
会場費 交通費 自動車燃料費

資料作成費 · 茶菓子代 振込料

5 要請 ・ 陳I青活動喪
交通費 旅費 自動車燃料費

資料作成費 振込料 , 

6 会 議 費
会場費 交通費 自動車燃料費

資料作成費 振込料. 

: 印刷製本費 翻訳料 筆耕料
7 資料作成費

振込料

資料購 ＇入費
法規追録代 参考図書代 新聞雑誌等購読料

⑧ .. 
有料データベ一ス等利用料 振込料

9- 人 件 費 賃金 社会保険料等 振込料 I 
事務所費

備品購入費 事務機器等リース代 消耗品等事務費
10 

印刷代 振込料 配送手数料 . 

通信運搬 · 自動 電話料等（按分） 郵便料等 自動車燃料費（按分）
⑪ 
車燃料費 ＿ その他 ' 

使用者 共通 叶支出年月日 2 0 1 8 年 1 0 月 1 1 日 e
現金出納簿

JO 合計 244,560 円支出番号 ．



別記第 5 号様式

出張（調査等）申請書兼旅費請求書

支出番号 drJ 

会 派｝ 会 長 様

申請代表者氏名 飛 田義
.. £-さ.. _ 

昭 {'-f:( >
\Jサ

下記の用務により出張（調査等） したいので申請するとともに、旅費を請求いたします。

・ 記

c
 

€\f( -~ ・）

請求金額 24-4? 560 円 -C 1 人あたり 81, 520 円）

※別紙、旅費計算書のとおり
.'  

児童相談所（はぐくみ館）についての調査のため（横須賀市）
·--------響-----一·····--____:___L_――•一．．．―-―-----一---響·—-----響-一--一.......·---··--··-.~ ―•一........響-···一ー・---------一-----..... , ... -—•• ロ••一-····—•い• 一------ ............ .. 

目 的 連携中枢都市圏の取り組みについての調査のため（静岡市）
·--一--~------.. --一••一•—―~―-—----―-----:-----一一…--------一----·- -• --一-一------―――••••一-----一—••一---------一a・---い・-·-·--------――-·------------一____.. __ _ .... 暑----.. -.... ,. _______ .,_, __ , ·-··-、·------·--·--------·

こども総合支援条例策定と児童相談所の設置等についての調査のため（明石市）

横須賀市役所（はぐくみ館）（神奈川県横須賀市）
•一-----,--!—---—---------------ロ―—-·一—---一_.;......________—-——······--——.;,. ――--―--·-・--――----―------—•一••一――--····-·----一•い一- ----暑········-、．．．ー .-:.--.. -—.... 一•一---,--臀---・

用務先 静岡市役所（静岡県.静岡市）• ....• -ｷｷ 

明石市役所（兵庫県明石市）

横須賀市（児童相談所（はぐくみ館）の視察・調査）
- --,--一--一-·一—―――••一•••一-····-・MM一______:_.:____—--··-···..--—···-··-··-··--·.. --... 一•一•一·-··--·—-

内 合沢 静岡市（連携中枢都市圏の現状と課題等について）
---響,____一·―....一――-------一•一•••臀•一、．．＂一-----...... 一—•一—---―-―--—---- -一------一—-----ー.........―•一―__, ___ .. __一...,.... ' ---·-·•1 · 

明石市（こども総合支援条例、児童相談所、あかしこども財団の制定経過と現状）

期 間 2 0 1 8 年 1 1 月 7 日 2 0 1 8 年 1 1 月 9 日（ 2 泊 3 日）

行 程 別紙行程表の通り

る飛田義昭 ・ .'-
·------一-一- • -一••一· - · ·-ー―---一—--------一――-—い・とー・\______曇----い--—-—-—-一--- '.. ,• • , .... ー.., .. ,_・
・八重樫小代子

ｷｷ--.... ..... .. 曇----··-·い-··-- ｷ-. -ｷ -ｷ- . -ｷ- .. 雫雫-- .•.. • .... 雫- •. . ｷ-.. .. . ｷ---ｷ-ｷ ·····-··-臀_.... 響•暑＇骨●●暑.....曇·- .. . ......................、_............... _ •.. 
出張（調査等）者 ・飯塚裕一

ｷｷｷ--ｷｷ ' --り・ ・-····臀•••一一·-響·-·--,. 雫響•••••.. • H•H M→ロ--●そ暑·--·・．←暑雫___,.. 響·-- -暑·-·-· ｷｷ- .........、·---暑• -•-•••H H ••••--••--••H H-HU-••-••-• H ••••--•• ヽ ........... , 

氏 名

` ···-··--····~-····--··-—... 一 -ｷ 一----·--.. --ｷｷ-.. ｷ--ｷ -ｷｷ---ｷ-.... 一-·-骨• 一HH MM — …--··--···----·· 一ニ .• _ __:_一臀..一·-·一一·---·一·-••mHHH OHHm  .. _ ..... 一•一..ヤUHH UUH  HO  U一-

---——-——. ―--------一 -- .. ――•一----—- 一___,._,._臀••• •一•…-—,... ―-―-―--.-ー一•一------一---- -----一———•一 ．．．—•一------一----'--一•• 一•一—-------- •. 一―·----- -------·------·---—----·-——————. -・- -·-—--一-··

特記事項 ···-響•一___1 ... 響.... -ｷｷ ―--ー＿―-一—··--·一-一••一—-·⇔•一---—........_, い心··--·..ｷｷｷ -一-·一•一·--··---··-- ｷ--- ｷｷ--.... -.. -・-·響..... ······---一一_......... ｷ-ｷｷｷ-

' 

上記のとおり出張（調査等）を許可します。

経理責任者

、''

.'' ' 
A 

ヽ‘, . . 

会派会長

(: 充、

\>)) 晶
受
一
許
一
支

理
一
可ー
一
出

日

日
一
日

2018 年

2018 年

20 18年
! 

10 月

10 月

ｷ, 

11-: 日,:
・ ’ ー ＼

、一 ，
., .. , — 

10 月 ー n王I'.
.、

11 日，, 
. ｷ" . 、 · ·.

,} ,,, 

上記金額を受領しました。

2018 年 10月 11 日
・"'

申請代表者氏名 飛 田 義 昭置〗



平成30年度 社会民主党 行政調査行程表
-T-

4
1
 
程

口 1 日目：平成30年11 月 7 日（水）

ー、・................................................................. : ................ ,; ........................................................................................ ｷ............... , .................... : ... : .......................... : ...... ~....................... ., ................ . 

口 2 日目：平成30年11 月 8 日（木） I ・：~ 静岡市：連携庄枢都市菌の取組みについて I 

c
 

ー~三J I .ｷ . . 
----'--: ............................... , .......................... : ......................................................................................... , ........... : ... : ........... :.............. . 

• 3 日目：平成30年11 月 9 日（金）

2
 
調査者

飛田

6て；

義昭

八重樫

飯塚

小代子

裕一

3名

議員（会長）

こ羊＝

5我貝

三全 Cコ

0我里i

3
 
調査項目

(1) 

(2) 

(2) 

11 月 7 日（水） 13:30~15:30 
横須賀市役所 はぐくみ館
・児璽相談所について

11 月 8 日（木）
静岡市役所
・連携中枢都市圏の取組みについて

1 3 := 3 0 ~ 1_ 5 : 3 0 

11 月 9 日（金）
明石市役所 . 
・あかしこども財団について
・児童相談所設置に向けた取組みについて
・明石市こども総合支援条例について

9:30~12:00 

4 連絡先

(1) 横須賀市議会事務局
〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11
T E L : 046ｷ-822-9394 

(1 -2) 児童相談所（はぐくみかん 3 階）
〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11
TEL : 046-820-2323 

(2) 静岡市議会事務局
〒420-8602 静岡県静岡市葵区追手町 5 番 1 号
TEL :054-221-1481 

(3) 明石市議会事務局
〒673-8686 兵庫県明石市中崎 1 丁目 5-1
TE L : 078-911-2600 

5 その他



行政調査旅費計算書

会派名 社会民主党

参加議員 飛田義昭、八重樫小代子、飯塚裕一

日程 平成 30年 1 1 月 7 日（水） r,._; 1 1月 9 日（金）

行先 横須賀市役所（神奈川県横須賀市小川町11)

静岡市役所（静岡県静岡市葵区追手町 5 番 1 号）

明石市役所（兵庫県明石市中崎 1 丁目 5 -1) 

1 日自 ， ＇郡l I 町 戸可

11/1 (水）＇ I l 須
山 新幹線 牙. 船

cｷ I 
，，貝ロ

駅 駅 駅 駅

運 賃 .11 , 120 ※ 310 11,.430 

急行料金 4,000 4,000 
グリーン

゜実 費 : 

゜
\ 

※ 

2日居 I'"'I 1 天7- I iドl f1Jl 膚

11/8 (木）’須 l

叶—［日岡 新幹線
大

I l 石
賀 l 阪

駅 I . I 駅 I I 駅 I l 駅 駅 I l 駅
運 曾--; 310 ※ 310 

(( 
急行料金 2,050 4,420 6,470 

グリーン 、·

゜実 費

゜※ 前日の乗車券を引き続き使用

3日自 ＇ 明l I 薪1 □町· nn 
11/9 (全） 1 

石 LJ 大 1 新幹線い叶新幹線 l 山
阪

駅 1 I 駅 I I 駅 I l 駅 I
運 ィ圭 1(120 i1,120 真

急行料金 5,390 4,200 , 9,590 

グリーン

゜実 費 : 

゜交通費 42,920 42,920 

日当 3,000 X 3日＝ 9,000 

宿泊費 14,800 X 2泊= 29,600 

合計 81,520円 x 、 3人＝ 244z560 
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別記第 6 号様式

出張 （調査等）報告書兼旅費精算書

支出番号 .JO 

会派会長様

， 下記のとおり出張（調査等） ， したので報告するとともに、受領した旅費を精算（返納）いたしまず。．

出張（調査等）議員名
I 

露・飛田 義昭

・八重樫小代子 宣）
'. 

鸞・ 飯塚裕一

. ⑲ 

. ⑲ 

. , ⑲ 
; 

記

期 間 2 0 1 8 年' 1 1 月 7 日 ~ 2 ,0 1 8 年 1 1 月

横須賀市（児童相談所（はぐくみ館） の視察.• 調査）

9 日 (2 泊 3 日）

⑲ 

⑲ 

⑲ 

( ' ,. 

⑲ 
'. 

⑲ 

. ヽ . . . . . --ｷ —· ·-• •• • • 
目 的 （連携中枢都市圏の現状と課題等について）

ヽ

' 
明石市（こども総合支援条例、児童相談所、 あかしこども財団の制定経過と現状）

ー横須賀市役所~ （はぐくみ館）（神奈川県横須賀市） 、

用務先 静岡市役所（静岡県静岡市）
------一------一••••一••一•一—―-―-サ――·一 ・ •—...... ー•一•――-』•一•一—···-――.....——•一••一••一,------一ー一 •••一．．．．．．—-一---一•一—--------------一- ―――--い••••一—•••一．．．—-一••…----—... 一•••• 一···-→ｷｷｷｷｷｷｷ----ｷ …......... _ .. 
明石市市役所（兵庫県明石市）,.. I 

. 

行 程 別紙行程表のとおり

.• . 

内容及び成果
別紙報告書のとおり . 

―、 -···---····-—. -ｷ ——---······ 一··--····—•一響—―． •一•一 •••一—•一ー,._ --·-·--.·-—••••••一.....—•••ー····-一—• ・」 ..................... _一-．-—.. -........ _一---···一·-·····..-ｷ. —•一-一·-··
し

旅費精算 受領額 244,560 円 精算額 訊4,560 円 返納額 0 円
,I 

,' 

二ぉr:~;等[)の内容を確iするとともli~〗~
※添付書類：行程表、調査等先説明資料、要請・陳情書（写）、調査等先の名刺、写真、成果報告書他

-ｷ 
( 
9ミ r1ぅ

史·貸）



平成30年度 社会民主党 行政調査行程表
ー 子4

1
 

程

口 1 日目：平成30年11 月 7 日（水） 横須賀市；児童相談所について

8:49 ｷ 10:08 . 10:25 11 :30 11 :35 11 :45 

口三雷三 JR横須賀線い亘!]旦竺聾工頁賀駅

一........................ :........................ .... ...... ...... ...... ....... .......... ...... .. .... ... ... ..... ........ . .. ... . ........... ...... .. ............ .. ..................... . ........... ... .. ........ .....:.................,......... ...... ........................................ ......., 

I 静岡市：道痕中枢都市圏の取組みについて• 2 日目：平成30年11 月 8 日（木）

;' 
~........, 
¥,_ 

——•… 
.... ............ ....... ....... ......... .............................................. 

口 3 日目：平成30年11 月 9 日（金）

ロ
18:50 

霊
2
 
調査者

飛田

3 名 3
 
調査項目

(1) 
義昭 議員（会長）

11 月 7 日（水） 13:3.0~15:30 
横須質市役所 はぐくみ館
・児童相談所について

， 八重樫 小代子 議員

er 飯塚 裕一 こヨー
5我貝 (2) 11 月 8 日（木）

静岡市役所
・連携中枢都市圏の取組みについて

13:30---:15:30 

(2) 11 月 9 日（金）
明石市役所 ' 

・あかしこども財団について
・児童相談所設置に向けた取組みについて
・明石市こども総合支援条例について

9:30~12:00 

4 連絡先

(1) 横須賀市議会事務局
〒238-85.50 神奈川県横須賀市小川町11 , 
TEL : 046ー822-9394

(1 -2) 児童相談所（はぐくみかん 3 階）
翌38-8550 神奈川県横須賀市小川町11

. TE L : 046-820-2323 

(2) 静岡市議会事務局
〒420-8602 静岡県静岡市葵区追手町 5 番 1 号
TEL :054-:-221-1481 

(3) 明石市議会事務局
〒673-8686 兵庫県明石市中崎 1 丁目 5-1
TEL : 078-911-2600 

5 その他 、



横須賀市行政調査報告
2018 年 11 月 7 日（水）

児童相談所（はぐくみ館）について

1 調査目的

本市では、 2 0 1 8 年 3 月に県内初の「郡山市子ども条例」が制定された。

本条例は、「未来を担う子どもたちが生きいきと輝くまちづくりを進める本市において、児童の

権利に関する条約の精神にのっとり、子どもを第ーに考えるまちづくりを推進することにより、子

どもが健やかに成長し、自立できる社会を実現する」ことを目的として制定されている。

, さらに、本市の条例は、「こどもの最善の利益を実現する」ことを目的とし、「こどもを核とした

まちづくり」を進める兵庫県明石市の「明石市こども総合支援条例」等を参考に作られている。

戸文~:). 本市条例が参考とした明石市においては、「すべての子 ＇ども」の幸せのために、子どもを核と
し 全

一ー したまちづくりを進めるため、 2 0 1 8 年 5 月 1 日に、明石市が 1, O O 6 万円を出資した「あ

て＇］

かしこども財団」を設立し、こどもの居場所づくりやこども食堂への支援を進めてきている。
また、 2 0 1 8 年 6 月 1 2 日の神戸新聞には、 2 0 1 9 年 4 月に金沢市、横須賀市に続く、 3番

目の中核市へ設置する児童相談所が、明石市に開設されるとの報道がされている。この児童相談所

には、国の基準を上回る専門職員を配置し、虐待を受ける子どもの「 sos 」への早期対応を目指

すとしている。人員体制は、児童福祉司や児童心理司ら専門職を含む 6 8人体制を予定し、児童福
祉司は 1 4 人以上配置する方針で‘、国基準の 2 倍超となっている。さらに、虐待を受けた子どもが
短期滞在する「一時保護所J の定員を 3 0 人とし、手厚い体制を整えるとしている。

さらに、上記に加え明石市では、児釦甘談所の開設準備と並行し、里親育成や全2 81」洋校区への子ども食堂の設置翅援

を行い、子どもの異変に早く気付ける術側づくりも進めている。

泉房穂市長は会見で、東京都目黒区の5歳女児死亡事件などに触れ「救える命が必ずある。市民に近い基礎自治体が、地域

ぐるみで子どもと向き合い、責任を果たしたい」と語っている。

そこで、 私た拉丘ミ民主党市識団は、まず最初に乎戎18年4月 1 日に金沢市とともに全国の中核市として児釦甜矩斤を

設置した、横筍爾市の児鴨甜戴所「はぐくみかん」の設置⑬釜酋と現沢等を調査し、その後、明石市の「子ども総合支援条例」

制定、児童相談所の設置、「あかしこども財団」の制恋脈呈と現伏について行政調査を行うこととした）

< 

-1 -



2
 
横須賀市児童相談所「はぐくみ館」

(1) 開設の経緯 1

開設の経緯等について

横須賀市児童相談所開設の経緯
., . . . ..' 

V中核市への移行と権限付与の要望

う
、

な

[
} 

r
に

疇J..3年．：中鯛這~ .
平成15年 ： 総務大臣と中核市市長の懇談会で

- 児童相餃所の設阻権限拡大を要望
噴

~ --. 

※市民に直結する行政は、 市町村に権限を付与すべき
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※吉田市長：「横須賀市の子どもは、横須賀市が守る！」

市長の強いリーダシップのもと進められた。

(2) 開設の経緯 2
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横須賀市児童相談所開設の経緯
.. ---_- . . . . . . .'. —.'. --

▼虐待を受けている子どもの支援体制

） 平成12年；子ども虐待防止事業の取り組み開始

戸碑：占潟翌鸞醤悶唱届迄溢彗想t目指す）
平成16年：改正児童福祉法成立 • 中核市設置可能に

市長が県知里に児担開設協議依頼
・ 準備担当職目7名配置

)、

q (4名を狙鬼相△派違研修開始

l鱈悶羞〗：ご竺~/長 ~: .. : . .ｷ.. ｷ. ; . ぐ；；!、:·)遍·:·:?~J,刀j
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、(3) 開設の経緯 3
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横須賀市児童相談所開設の経緯
集ー ・ ~ ~ ・-と疇~＾
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児童相談所設置のメリット
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,r,) 児童相談所開設のメリッ
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叩碑携行歓速携加嗅

• 効果的な支援の実現
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• その他具体申例

新規クースの初動調臼における情報収集の迅速化

民門本t滋磯認民生姿M ·主任児鼠委に、
学校、!~·~~園幼稚園，保積部門からのm9収集

… 来所相談サイクルの短稲

2週間に 1 回程度

※手厚い対応… 市： 2 週間 に 1 度 （県： 3 週間に 1 度）
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5 横須賀市児童相談所の職員体制
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児童福祉司・児童心理司・児童相談員
児童指導員等の役割

｀児豆 心理司

,'(戸
児

午
＇

込
葵
―
-．'

。
-

.-— t
.{• .yi

~} 
r
¥)
 

6 施設について
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• 平成18年4月開設当初 (i t 、 t lｷ" : バ .I) 
場所は小川町 1番地 ·• ヘ．
一時保護所なし。 神奈川県の一時保護所を ' • • ..、·!/")
地方自治法に基づき使用（更堕但委託） （？．，＂兄；. ( 1 ;~1/り

▼ 平成20年4月 はぐ＜みかん移転
場所は小川町fs番地
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横須賀市児童相談所の施設概要

....施設規模

構 造：鉄筋コンクリート造地下 1 階、
地上 5 階、塔屋 1 階（はぐくみかん）

面積： 4,226'.90吊 ‘
延面積： 8,684.37ポ
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渭疇讀贋一. _.:J、1坦血 共用部分を含め
-- ら - -、い墨om l 計 3,150.1ポ

児童相談所の施設概要 ( 3 階）
~ ` 
主な施設 ，

心浬室
こ/ $~ '! .)' 

箱庭療法室

内

子どもの心理面接 （カウンセリング） ｀ 心理検査療育
手帳の判定のための心理検査を行う
心理療法の1つである租庭痕法 （表現された箱庭の情，”
から心の内面を分析する技法） を行う ' 

親や兄弟生含めた疇宕対象に面接を行う。 会話を中心
とした閲只と約衰の面接のほか、 設置されt::JJ阻虫具尊
を用いて家族生活場面を再狐家族の様子を観察する

^ 
-• 

•• • ‘ . 會
·. 容

氾医療法室

四 室内の玩只 ・ 遊具を用い子どもの湿戯療法を記―
観農室 1マジックミラ一越しに皿諏法室と家暉法室の様子を

観察するとともに、映像•音声を記録する

亡—― - :, ..'.: ・：二l
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7
 

設置軽費と運営経費について

.. c ・ー、

［ヤり

た言
9ぁ

” '
へ9+ 

ヽ
‘

ヽ

、
’

:
t
,
i
 

rr i
e
.
1
 

t̀ 

4
 

'. 

9

1

 

' 

↓
f

・

(Jr, IC:,ｷ; J J>l 1 

、

`
J

はぐくみかん整備費

「

3
 

, 
＊
會
＼
．

·

{ 
r
 

," 
9x-

ー

. 一
鼎

t

土｢
 

' ' 
r,•9‘\ 

.
,

9
· 5

、

'
[
 

l
｢
`
 

氾
，t̀ 

ミ
J^

．
,

i*9¥ 

心暉＂品Ii疇~·砂み
’’ 

~'ぶ芯• i:·'.ぶば~f;_ ・ ~ 
—- - -— -

，じ，， ·.:,'.X 尋會f.' 
-'- ' 

／ 翠伐／ r
 

•• 

(t(J} 
\ 

\. 

[” 
•• 
、

、
・も

必
ー

＂
ペ

ー.9
'
 

.

.

.
E

、

5
.

ぷ
.
/
 

、
..
 d̀
 •• 

•2 

•• 

/
 ̀

·• ”

、
]

．

t~ 

iN ぜ．．，かみ ，\1--•J

: ・介
',,,-ぶ

( 

ヽ ·--'l り:rfJ'/ J'j 
) 

※平成 2
( 

9 年度より交付税増．．，・実質負担が軽減された。 (2 ,..._, 3 億が 約 8 ー0 0 万 円へ ）

-9 -



8 相談件数等現状について

平成29年度相談愛位件数
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,• 新規受理” 再関如里 ・ 『． 計計． 、っ ' 、.', `.• . ', 前年度比較：・~・. ・·- '. 

'' '' 

431(415) '215(196) 646{6U) • 29(• 24) 
保饒

゜ ゜
. •. 0 . • • 1 

雹 127 . 356 483 ・、 △44 
' 

非行 '7 5 12 • 20 
成 33 21 

.ｷ 
51 • 2 

その他 ~ 1 3 ヽ , 
l 

． 合 計 , 600 (41~) 598(196) 

ヽ ，

f(J 虐徒に分類された件数と内訳
（件）

内容 平成29年度 平成~8年度 り 増△減
- . 

身体的虐待 119 {19.5%} 113 (i7.8%) , 6 

ネグレク ト 165 (27.0%} .203 (32.0%) • 38 ...: 
,.'.',¥..  , 

心理的虐待 323 (52.8%) 319 (50.2%) 、4

性的虐待 4 c o.7%) o cｷo.Q%) 4 

合計 611 (100%) . 6;35 !100 %) • 24 
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, 
今後の役割と 課題について

横須賀市児童相談所の今後の役割

▼虐待の予防 ・早期発見のために
①適切な調査と迅速な実態の把握
②専門的な知識・技術のさらなる向上
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▼子どもの福祉のために
' ①医学的 ・ 心理学的な判定に基づ＜適切な支援
②児直相談所一丸となった取り組みの強化
③関係機関との連携強化

|キーワードは、子どもの健やかな成長と自立1

・、. ｷ,,' 

横須賀市児童相談所の今後の課題
--~-----· • • • . -、ゞ· •--·— • --~-ー ·- ------・ ・…乞→••... ·----·--心.,.―――--~---ョ・·-

て:J)

平成18年4月の開設以来、 ~.t:年を経過した力、
／ 統計的（こは神奈川県の児直相談所当時と同水準の
相談実績を上げて宕り、県児m相談所からあ簗務
移管はスムーズに行われた。

'... 今後の牒題
① 児直相餃所職員のスキルアップ
② 一時保譲所担当職頁のネキル万ップ
③ 児氾福祉司等の資格職只の確保と配
④措団児区の受け皿としての基盤整備＇
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◎県と市…相 談 しやすくなった。（敷居が低く）
◎範 囲が狭く目が届きやすくなった。（市民と近い）

・ 専門 職 ： 異動 の 難しさ ，△ 児 童福祉施設：市独自の施設がない
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1 0 考察

[ >

横須賀市では、平成 1 3 年度に中核市への移行後、「市民に直結する行政は、市町村

に付与すべきとの考え」のもと、平成 i 5 年に総務大臣と中核市市長の懇談会で児童相
談所の設置権限の拡大を要望してきた。

平成 1 6 年度に児童福祉法が改正され中核市でも児童相談所が設置可能となり、市長
が県知事に児童相談所開設依頼を行うとともに、準備担当職員 7 名を配置、内 4 名を県

の児童相談所に派遣し研修等を進めていった。

平成 1 7 年度には、こども育成部及び児童相談所開設準備室 (2 4 名体制）を設置し、

平成 1 8 年 4 月に横須賀市児童相談所の設置に至る。

当初は、別の施設で開始し、一時保護所は県の施設を利用していたとのこと。また、
副所長、社会福祉士、児童心理士等係長以上の 3 名の職員を、県の人事交流により派遣
していただき進めて行ったとのこと。
平成2 0 年「はぐくみかん（一時保護所併設）」を開設し、現在に至っている。

振り返って郡山市は、本年 3 月に子ども条例が策定され、 4月より施行されている。

子ども条例の目的には、未来を担う子どもたちがいきいきと輝く・まちづくりを、児童
の権利に関する条約の精神にのっとり進めて行くことが書かれており、子どもを第ーに

考えるまちづくりを推進することにより、子どもが健やかに成長し、自立できる社会を

実現してい＜ことが示されている。

現在、郡山市が所属する県中児童相談所館内では、相談件数が増加しているだけでな
く、県内の4 児童相談所の中で最大の相談件数等を記録している。

この様な現状を見据え、中核市である郡山市においても横須賀市に倣い、児童相談所

の設置に向け、開設準備室を設けるなどして検討を進めて行く必要がある。

「はぐくみかん」玄関 1 階案内板

-ｷ12 -
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横須賀市こども育成部児童相談所

所長高場利勝氏 ，

調査の様子 1 (飛田。飯塚）

調査の様子 3 (箱庭療法室 ）

（飛田会長、八重樫幹事長 ）
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横須賀市こども育成部児童相談所

総務係長 蛭田 岳志氏

調査の様子 2 (飛田・八重樫）

調査の様子 4 (箱庭療法室備品）
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静岡市行政調査報告
.2018 年 11 月 8 日（木）

連携中枢都市圏の現状と課題について

1 調査目的

郡山市は 9 月定例議会初日に「連携中枢都市圏」 (1 5 市町村参加）宣言を発表し、
1 0 月号「広報こおりやま」で全市民に明らかにした。今まで検討経過を議会にも市民
にも明らかにしないままの突然の発表であり、 1 2 月定例市議会で議決するという動き
となっている。そこで、連携中枢都市圏のあり方や課題を明らかにし、社民党会派とし
て一定の態度を持って対応する必要があることから、平成 2 9 年度より「しずおか中部
連携中枢都市圏」を形成している静岡市に行政調査を実施することとした。

2ｷ 「連携中枢都市圏」が出てきた経過

．
．
克
ざ
‘

C
豆

') 

t：ぐ~

① 平成 2 6 年総理大臣（菅政権）の諮問機関である「第 3 O 次地方制度調査会」
において検討を重ね、その最終答申に基づき、具体的な政策として、総務省が「連
携中枢都市圏」づくりを提起。

② 上記調査会の答申を受けた総務省は、 、 「人口減少：少子高齢化社会においても
一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成」をうたい、
政令指定都市や地方中核市等を中心に、人口減少と少子高齢化にあっても行政サ
一ビスの提供を可能とする仕組みの形成を進めるとしている。

③ この連携中枢都市圏における組織及び具体的な課題については、総務省が要綱
＼を定め、地方自治法 2 5 2 条の 2 の 1 項に基づき「連携協約は議会の議決」が必
要であるとし、議会が加入・脱退に大きな拘束力を持つものとして位置：づけられ
ている。

また、政府はこの推進にあたって普通交付税・特別交付税で措置するとしてい
るが、微々たる額に留まつている。

④ 平成 3 0 年 9 月 4 日現在、連携中枢都市圏を宣言した都市は 3 2 市で、連携中
枢都市圏ビジョンの策定は 2 .8 圏域、圏域を構成する市町村数は 2 5 3 となって
いる。 ＇ 東北地方では、盛岡市、八戸市が連携中枢都市圏を形成し、山形市と郡山
市が準備を進めている。

⑤ 総務省は、「自治体戦略 2 ' 0 4 0 構想研究会」を立ち上げ、人口減少に伴う自
治体の今後の在り方について詳細にわたって研究を進め、第二次報告書が出され ，
るまで進んでいる。

（県と市町村の二層制を柔軟化し、それぞれの地域に応じた行政の共通基盤の構
築）• （公・共・私の協力関係の構築）

3 連携中枢都市圏が出てくる背景 ｀

総務省は、人口減少· 少子高齢化のなかで、現在各市町村が各自治体ごとに提供して
いるサービスが、少子高齢化の影響で、サービスの質の維持が困難となるとし、広域圏
の市町村が協力して、地域内の行政サーピスを提供し、皆で支え合うことで、 9 サービス

を維持することが必要であるとしている。
※行政サービスの質の低下を、広域で相互にカバーしあう。

I • • 
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4 「こおりやま連携中枢都市圏」の課題

① 地方交付税の改悪にみられるように、一層の削減が進められる中で、中枢都市の一
一 層の持ち出しが生じる。

② 広域市町村圏（一部事務組合）を超えて、 1 5 市町村なのかはっきりしない。
③ 人口減少・少子高齢化の中で、これだけの大きな行政システムの変更や市民サービ
スの低下が、市民に提起され、議論されていない。

④ 連携中枢都市圏で行う行政サービスの全ての分野が対象となっている。

cl~ 

5 しずおか中部連携中枢都市圏について
(l) 策定の趣旨

急速な人口減少、少子高齢化が進行する中にあっても、静岡県中部地域に位置
する連携中枢都市・静岡市と島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町及び川
根本町が地域資源を最大限に活かし、経済成長や都市機能の集積と強化、生活関
連機能サービスの向上に資する取組を、連携、協力することで、それぞれの持つ
力の総和以上の総合力を発揮し、 5 市 2 町が共通して抱える人口減少などの大き
な課題に立ち向かってい< 、O
連携中枢都市・静岡市が各市町の独自性を活かす中で、将来にわ 1:-= ってこの圏

域の一体的発展を目指し、具体的な取組を示したビジョンを策定し進める。

(2) 計画期間 5 年間... 2 0 1 7 年,.,.:, 2 0 2 1 年

※毎年度 、計画の進行管 理を 行い、 時 勢 に合った新たな 連 携施策 を盛 り
込むなど 、 計画の見直しを行っ て 行く 。

'!, i;·;•,f.J 心，j it>'I オ内 M 双，；、 t; . if, I,¥ \1';!;1 、11文 H, (J出 ) 
--,ｷ. ｷｷ. ぐ. . ｷ,'... ,.,, .· ".;,:· .•.•; __ .·.• 
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〇乎成28年度苅1回しずおか中部運携中枢都市圏ピジョン懇ほ

〇平成28年度第2回しずおか中部連携中枢都市圏ピジョン懇談会

, Q rしずおか中郡遁携中捐む市圏 I 訂長宣言書・違携協約書合同綱印式
Q算剛糾遍爾慮9璽餞,,~,竺勲←印叩lヽ叫］璽＊町ヵ遭鴨磁豹糟麟
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ジョン登載事業から、 29年度のみの事業等は実施計画から削餘。
：新規事業や既存事業で、 連携が見込める事業は追加。

I I ヽ圏地全体の経済成艮のけん弓 I .- I 「『百次の都市積f和の集積 ・ 強化 1 32 瓜駅前的賑わい邸皿況
33 <i刊 ·m;!,f(I鉗颯環濱 -• 

l H画の胤進・ ill. I歩l'tl呈 18 ~ 芯海ぶ醤食某f？ラへス如:, ·応.,.'"~吋,.細rm柑碑） l誼 34 多文化共生啓発印染 ， ^ ？ 起某・鮒緑叩戯邸イ励紐J ijl_'t, 19 35 中部 5 可j 2 町広l知砂匹
3 ・、起菜 ・劇広支ほり凜 io 36 災吾対f即（況：籾相互ほ力駅菜
4 洵洋産．菜グ双夕←M追叩稟 37 火災調罪I）広ぼ支援III歎,'

21 -
5 アンテナシ3ヴ耶設I.Jl緊 ]8 , 囮環J月の保全訂凜

6 海外展開・対日 1奴立酌岬菜 22 39 地如諏叩諏のl饂（環1n敦加. ））輝"一）一
7 , 瑾杓を；，~IHし屈心活性化釈皮 ―-ニ-1 皿門？砂の生活OO運撓能サーピスの l に．都市間交通叫り使11向上Tl•ilill · , __— 
8 お呆を活用lAとシティープロモー・シ3ン1酎紐半梨 4!, 公衆開l~I.AN腔知JJぬ

I 心体如9咄l措遭慣恥011,'IJ\'. 23 若年性認知症ブォー丸呻匹 心 ,f砥促叫凜 ' 

10 j町庄染 —24 出・会し品濁リボ．―ド平棗 43 静岡市移住支ほセン9ー適営取某，
1i 外客妖致淮迫甲築 2.5 生碑窮世F回子［騎）学ざI ·国悛遭印汰 牡 UIターン玖邦知岬染 ~

ヽ ' -、~s: うゾ）:':''J捐濾噴輩、
1 2 瓜枯イベン ト支i且IJ:累． . 、 , 2^6 印がいに対g·る溶発・ 17:. tfl.活動のl街道事楽． な6． 沖邸 5巾 2•1 イベAら」夕Rdf, 文.. 、 • 必
13 大井川流頃ニユーツーリズム挫追m媒 2? Ffl'げ渭I航之 ヽ.., 生荘学日紺追甲累 (f静岡シチズ-.,I!しッジ,.
、14 山の散策 • ハイ•キングJ女．柁 (,i甲澳. • • . 21,l ザ位ンスキッカ成りj~ ' 47 ~ ~·.-. ・ にリ紐り］笠） ;., 

I 15 I~ li迅I切文中化部)屯l;ほI'.'叩サイ頴ク 29 大字連！覧印翠 '18 .k. 材マッチングJ[直Uかぶ ., 

宝 )~ ツ・・リズ1湿追ぶ凜. •. (30, J'li! ほかじ入l'lllt泊，'\1:~ 49 屠J填内i]l町口目の人串交流
1ヽ 11 7 紐．交通·"口紅いt囁 I 31 Jtl, 文九ぐりば SQ 合 ！恥叩Ja~ll鯰CJ)~暉 .. . 
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埠：わか訊位輝紐郎輝事翼 閃 ... 釦波LI釈霞 · •a 面臨砒紐事虞

牙、1,.i O< J:lｷl:i. 免學
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ふー1 事業名 I :~;~1ク 推進事業
圏域住民にテレワーク（在宅ワーク）の苦及を図るため、 テレワ ー

業概要

9連携協約

3 I c 2) 
年度

業費 （千円）

クの基礎知識などの講座を e ラーニングシステムにより提供し 、 テレ
ワ ークに興味をもつ住民の掘り 起 こし を行う c

H2.9 H30 H31 H32 H33 

1.000 6,000 

役割分翫考え方
静岡市が中心となって実施し、必要に応 じてその他の関係市町との協
様により決定する q用分担の考え方 )) 1 原則として静岡市が負担する。必要に応じて協湛 しその他の関係市町
が負担する。

（注） 事業費については、毎年度の予算により定める 。

4 6ｷI 事業名
関係市町

(,¥ ; t. こ -.~、ヽ. 2 . -~ 

中部 5 市 2 町イ ベ ン ト ニュース発行事業
'· - 、 . . 

全市町ぷ
'. -

圏域で開憧されるイベン ト や見どころなどを紹介するイペントニュ

事業概要 .\ 一スを発行 し、併せて Web サイトに掲霰するs

' -

連携協約

t 了丁 (2)
年度 H29 H30 . I H31 H32 H33 

事業費（千円 ） 29叫〕，

役割分担の考え方
を実施する。関係市町は、 渇

- .、..

費用分担の考え方 ・ヽ．．
パ, ,静岡市が負担するc

.. . 一 、 --•· . --あヽ~ ゜

（注）事業費については、毎年度の予算により定める3
,ｷ 心· ., , . '.·.,.. 

''.  :-. :-:: .. 
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ニ
□

!J.O年宣
ヘ

240 
' ·-。.. -

?8,000 

二二二互竺
2,720 

- .-一 ・30 , 000

600 --ｷ. . 
136,3201 . 3,000 136,399 I 

ｷ 7,000 

. 5.0 

瓦声
瓦
6 000 ｷ' . 
可

叩m了F, 25,000 

冤
y
.5

.『
9

·

/r{~ 市
町

、

ぇ0, 1 00

26,500 

ヽ .,.

113心00
、 , .,.,

' -

l、1.000

-l . --, -.. 邸瞑訊

l 考訪• 、 r―――-―-――へヤ｀―-一一・ 30年度中に事業の効果検証を行い、必要に応じて、目標値やKPI自体の見直しを検討する。
-一—― -,一—ー·-·-―——~-- • • : 一――+-'-~-—---一――-

I ,_ 
———————_:_ -

L
V
 ---~ —---—— --·- ··".:· —;__ l ~Il 

て一 j .. 
" 

·'•• 

泣7. 3 ,659万人'
'·.· •,.· . , ・ず, • 

9、'

H26 131 545人..  I ｷ. ',ｷｷ., ..' 
, I.  

I 

f-126 6-,2, 1 18人
. 

, • ヽ.. , 

.. ., 
14334, 236万人
' 
f 

H_33 :131ぷ:45人
, .' ' ' 

H祖·, i,325人

一
9 、

500件

地碑済呪暉拡大

鰭拡大t囮受入マッ 、

穀略的な観光施策 大井川二←ツーリズムイベント 参加者数

2 回 ｷI, 、 ・ ・

(t-'128) 

480件
(H27) 、

.. 

'' 7件
(~127) 
. . 

200人
(H28l 

1社 ·

CH2B) 

130,056人
(H.27). 

' 
8件

ヽ

300人

新規2 社

140,000人
ｷ;, 

—:;.,,..·•-.,---".:;_,, .. 
_ ...... ｷ, 
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筍一, 
:'. 

JR静岡駅乗降客籾 ，

‘’ 

大字生⑪胆甜収訊率

澪' 
2,114万人

(H26), 
' 

45.0% 
0ｷ126)' 

' 1 施設
~ .' 

2,no万人

53.0% 
今

生活機能の強
化

\ 令

）

r\~ 

28,0% 

, 

ーニ
_ 22件

I . ｷCH.18) 

匹0,0人
H28) 

., 

. 1 』~00人

-,_ ,20件

' ，ヽ , 

1;000人
, 

' ' . '. ' 

マ ・．
\ 

嶋

'' 3か所~｀．・ . • 曹 ,.'... 
・ _ ,.. .' ' 

二● ' . '、

: l 回 ·,, 
．曹 . •. 

, 4 人 ，
, 

ｷｷｷ"-'-ｷ —:... 一ヽ●し・ _.:.._ •、

ぐ;)

:•·. 

，召- - .. ,t {1fi' 、y.-i ('lJ d ヘ

I ビ~遷談会につ:て――]
・連携中枢都市圏構想推進要綱に基づきどビジョ之懇談会を開催。

. - . . rぅ-'- , .• 一

・幅広い分野から構成晨鬼募り、 実績の報告や今後の取組についての
検討を行っている。

【2,9年度ビジョン懇談会委員一覧】
r-;io. 団体名 役
1 ,, 飼商ェ斜翻 呻理街

2 .!Ji田商工会閲所 碍界J里m
3 焼泊商：［会穎所 一 導務理平
4 屁枝商工会t翻i 再務埋?fl

5 牧之原市商工会 四州局艮

, 6 吉田lllJ 商ヱ会 ， 単務局屈
7 川根本町商工会 這務局艮

8 ~ 卵］恨行 地方創生R昧
9 り9岡大学 特任敦授

10 t,J岡市屈業協同組合 ， 宮腹経済部

11 焼津漁劇協同船合 ' 且槌趾．一

12 するが企面観光応 導務1里

13 芍I l l ↓祖辺株式会社 • 翌拐取歴翁

14 じずてつシャ― トラ ・f ン株式会社 ，＿暉舷却誼函鵬，.'.:':
~• - • C—--- —ふ·-· '
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6 説明。質疑等

・ 広域でやることのス ケ ー ルメ リット、 個々 の自治 体 がやるよ り も効 果 あ り。
・ 人 口 減 少が進み、交流人口、活力を上げることで、交流が活発 、 経済効果 。

・ポリセントリ、；；ク、多極連携、各市も責任を持ってやって頂 ぐ。
。富山市は、極端に絞った連携 (1 . 0 数事業）

•GOTO ・ ・ ・ 年 4 回 新聞折り 込み 5 市 2 町の催し物 の 案内 、 出かけ る交流

静岡新聞折り 込み経費 3 6 万 部 2, 9 4 0 万円 静 岡市負担

・ 知ら ない市町同士で話 しができる。
DMO観光は各市も負担割合がある。ノ 他は静岡市で費用負担。広域観光、ア
ンテナショップなど。 '

• !5 市 2 町 は、 静岡 <h 中部 で 元々 、 連携ベ一スと し ての 仕組みが あ った。 4 つ
に分け て 県の出先、 歴史的にも首長く会議 、 担当者 会議 がご＇く 自然に運携 。

・ 合併 で はない。 焼津市、藤枝が消防で入っていない。

．
る
弓
'

ゞ
；
＇
グ
・

/r
¥
 

・フルセットではでぎない。ダウンサイジングではないか。

し 都市間競争より協力してやる。

．費用 分担あ る 所も あ るかもしれないが、 ほ とん ど 中 枢市が 予算も 人 もも つ。
応崎負 担 といって も 、応分の 定義 がない。中 核市 の 懐 でやる。
経費は、財政的措置は普通交付税で 2 億 5,000 万円。

．図書館は、 pp p や P F I という官民連携、民間へということもある。

今は、図書カードなどを共有。

・連携協約は議決事項である。
・ビジョンは静岡市（中枢市）で策定するが、パブリックコメントはおかしい。
各市がパブリックコメントでわない。

• 静岡市は政令市として昨年、県から教職員の任命権おりた。
・ ビジョンは要綱に基づき策定。

ビジョン懇談会は、審議会よりも緩く、参考意見として聞く。公平な意見を

｛て＼ 聞く。強力な権限はない。
<._c<' 0 課題

・人口減少に向かっているライバル同士の市が取り組み始まった。 ·'

→効果が課題⇒ お互いに余分の仕事をしたくない。顔の見える連携に

している。

• 今の財政措置 と 組織 ではできない。 5 市 2 町 で顔合わせ、 関係性を保つ土壌
づく り をすることで、人口 減少になった時にやりやすい。
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人口減少・少子高齢化社会にあっても、地域を活性化し経済忍持続可能なものとし、
住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、地域において、相当の規
模と中核性を備える圏域の中心都市が、近隣の市町村と連携し、コンパクト化及びネッ
トワーク化し、一定の圏域人口を保持し、活力ある社会経済を維持するための拠点を形
成することが、「連携中枢都市圏」構想の目的である。

「連携中枢都市圏」は、地方自治法第 252 条の 2 第 1 '項に規定されたー 「連携協約」を
連携中枢都市となる中心市と近隣の市町村とが締結ずることにより形成される圏域であ
り、地域の実情に応じて自由に連携する内容を協議して、地方自治法に裏付けのある政
策合意を行い進めて行くこととなる。 ; , ' 

静岡市においては、地理的にもともと中部としてつながりのあった 5 市 2 町が連携じ、
中枢都市圏を形成している。

基本として、隣の市から奪ってくるようなことはせず、協力，調整しながら進めると

いう姿勢で行っているとのこと

また、予算や企画（アイディア）等については、中枢市である静岡市がほとんどを負
担じて実施しているとのこと。 ． ． 、
さらに、最初から全てのことを実塵するのではなく、できるところから、無理なく進

めて行くとのことであった。 ' 

（注… 現在のところ、合併は 考えていないとのこと）

郡山市では、平成 3 1 年 1 月 2 3 日、こおりやま広域圏の形成を目指す 1 5 市町村（須
賀川市、 ’ 田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、石川町、玉川村、平田
村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）の首長が一堂に会し、連携協約を締結し .~ 3 月
には、連携中枢都市圏ビジョンが策定され、平成 3 1 年 4 月より、実際の運用が始まつ
て ・し‘ ・く 。 • 

今後計画された 6 2 事業の推移を見守り、どのような効果や課題があるのか検証し、
問題点等を指摘してい＜ことが必要である。
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調査の様子

静岡市役所新庁舎玄関 静岡市役所。市議会玄関
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調査の様子 1
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・
Y
31

•• 
ri~ 
静岡市企画局企画課

分権・広域連携推進担当課長
大村博氏

てj
調査の様子 2

議場にて
（飛田会長、八重樫幹事長 、飯塚）

市議会玄関に 、て

-11 -



, 
名 刺

静岡市

企画局企画課
分椎・広域連携椎進担当採長

大村博
Omura扉oshi

〒420-8602

静岡市葵区追手町 5 呑 1 号

TEL:054-221-1287 ・

F AX:054-221-1295 
Mail: 

-, .. 

忍
翌
ン

に
〗

:、：・\~ヽ．、＇、

静岡市

． 企画局企画課 '-
' 分権・広域連携推進係

主幹兼係長

Ishikawa 

i 石川
, =f420-8602 
静岡市葵区追手町 5番 1 号
電話：054-221-1287 
FAX:054-221-1295 
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! ~ 静岡市
: 企画局企画課
分権・広域連携推進係

渡辺健太
Watanabe Kenta 

〒420ー8602

静岡市葵区追手町 5 番 1 号
TEL:054~221-1287 
FAX:054-221-1295 
E-mail: 

. :, . 

Kenichi 
臣又＿
真

． ．．．． ．．・ ．•

深9

嘉晶彗務局
調査法制課長

勝山利郎
KatsuyamaｷToshiro 

: 〒420-8602

； 静岡市葵区追手町 5 番 1 号
_1 Te1(054) 221-1481 
1 Fax(054)251-9213 
E-mail: 

井,f('::~;i;;'.{i~、い~:fl:i
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明石市行政調査報告
2018 年 11 月 9 日（釜）

こども総合支援条例、児童相談所、あかしこども財団について

1 調査目的

本市では、 · 2 0 1 8 年 3 月に県内初の「郡山市子ども条例」が制定された。

本条例は、「未来を担う子どもたちが生きいきと輝くまちづくりを進める本市において、児童の
権利に関する条約の精神にのっとり、子どもを第ーに考えるまちづくりを推進することにより、子
どもが健やかに成長し、自立できる社会を実現する」ことを目的として制定されている。

さらに、本市の条例は、「こどもの最善の利益を実現する」ことを目的とし、「こどもを核とした
まちづ＜り」を進める兵庫県明石市の「明石市こども総合支援条例」等を参考に作られている。

c:、1

ac- ·\ー！
ーそ—_ゞ ,,, , ・ダ

本市条例が参考とした明石市においては、「すべての子ども」のしあわせのために、子どもを

核としたまちづくりを進めるため、 2 O 1 8 年 5 月 1 日に、明石市が 1, 0 0 0 万円を出資し
た「あかしこども財団」を設立し、こどもの居場所づくりやこども食堂への支援を進めてきている.0
また、 2 0 1 8 年 6 月 12 日の神戸新聞には、 2 0 1 9 年 4 月に金沢市、横須賀市に続く、 3 番

目の中核市へ設置する児童相談所が、明石市に開設されるとの報道がされている。この児童相談所
には、国の基準を上回る専門職員を配置し、虐待を受ける子どもの「 sos 」への早期対応を目指
すとしている。人員体制は、児童福祉司や児童心理司ら専門職を含む6 8 人体制を予定し、児童福
祉司は 1 4 人以上配置する方針で、国基準の2 倍超となっている。さらに、虐待を受けた子どもが

短期滞在する「一時保護所」の定員を 3 0 人とし、手厚い体制を整えるとしている。

さらに、上記に加え明石市では、児彰躙芽尿鳴膨暉備と並行し、里親育成や鈎8小学交区への子ども食堂の設置翅晏

を行い、子どもの異変に早く気付ける体制づくりも進めている。

泉房穂市長は会見で、東京都目黒区の 5歳女児死亡事件などに触れ「救える命が必ずある。市民に近い基礎自治体が、地或

ぐるみで子どもと向き合い、 、 責任を果たしたい」と語っている。

そこで、 私たち仕会民主党前瀕団は、まず最初に叩戎18年4月 1 日に金沢市とともに全国の中核市として児釦甘諮所を

設置した、横須賀市の児童相談所「はぐくみかん」の設置⑬函盈と現影等を調査し、その後、明石市の「子ども総合支援条例」

制定、児鴨甜翠所の設置、「あかしこども財団」⑰側定甑呈と現伏について行政調査を行うこととした）

\ 
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2 明石市「こども総合支援条例」の制定経緯等

(1) 条例 の趣旨

: C>

I 

こどもの健やかな育ちをしつかり応 援してい＜ことによって、 「こどもを核としたまち

づくり」を積極的に推進する中で、その取組を総合的かつ継続的に推進し、より効果的な支援を図るた

め、「（仮称）明石市こども総合支援条例」の制定を検討。

条例を制定することにより、こども支援に関する基本理念等を浸透させ、市民をはじめとする市全体

の連携協力によって、こどもの最善の利益の実現を目指そうとするもの。

(2) 概要

項目 主な内容

1 • 目的等 条例制定の目的、用語の定義、基本理念について

2. 各主体の責務 こどもと直接・間接的に接する者が負う責務について

（市、保護者、市民等、学校等関係者、事業者）

3. こどもへの支援内容 こどもが置かれている様々な状況に対する支援、救済及

び子育て家庭への支援内容について

4. こどもにやさしいま こども自身が相談できる機会の確保、こどもの視点に立

ちづくりの推進 った分かりやすい情報発信、広報及び啓発等について

(3) 条例制定に向けた意見聴取

.~c—: 

市だけでなく、市民及び学校関係者等の様々な主体との連携により、こどもの最善の利益を実現する
ことを目指すもの。より多くの視点から意見聴取を行う。

条例内容の検討にあたっては、「子ども・子育て会議」にて意見聴取を行いながら進め、その他こど

も関連施策を展開する市民団体などからも幅広く意見聴取し、また、こどもから直接意見を聞く 機会 を

設けるなど、こどもの目線からも必要な支援等の検討を行った。

(4) 条例制定・施行に至る経緯

平成 28 年 4 月 条例の検討開始

5 ~ 1 0 月 各関係団体等から意見聴取

6 月 第 1 回明石子ども・子育て会議での意見聴取．報告

7~8 月 小学生から聞き取り

9 月 市議会での条例素案の報告

9'~10 月 中学生・高校生から聞き取り

バブリ．ックコメント実施

1 0 月 第 2 回明石子ども・子育て会議での意見聴取．報告

1 2 月 市議会にて条例案が可決

平成 29 年 4 月 条例施行
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(5) 条例の特徴

「〗. 、
'ｷ 

.: • 

1 「'\貧
・~ -ジ

① 条例の特徴

1) 市が進める特色ぁる施策の明文化

ア 離婚前後のこども養育支援（第 1 6 条）

イ 戸籍のないこどもへの支援（第 1 ·7 条）

ウ 妊娠期からの切れ目ないこども・子育て支援（第 2 0 条）

2) 支援の対象は、すべての子ども

こどもの定義を ~o 歳までに拡大ヽし（第 2 条第 1 号）、すべてのこどもに対し、その状況に応じ

た適切な支援を行う（第 1 8 条） 。

3) 支援の主体は、すべての人

市、保護者、市民等、学校等関係者、事業者がそれぞれの責務を果たし、連携協力することで、

こどもを総合的に支援する（第 4条～第 8 条）

、 4) 支援の方法は、幅広く • 

， こども自身が相談できる機会を確保したり（第 1 0 条）、家庭環境に応じた子育て支援をしたり
するなど（第 1 9 条）で幅広く支援する。

5) こども自身の声を反映させた条例

市内の小中学校・高校を訪問した際に聴いた、こども自身の声を条例に反映させた。
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3 「明石市こども総合支援条例」

0明石市こども総合支援条例

明石市こども総合支援条例

目次 ・
第 1 章総則（第 1条ー第 3条）
第 2 章責務＇ （第 4 条ー第 8 条）
第 3 章 こども支援のための基本的な施策

第1 節 こどもの育成の t~ めの支援（第 9 条・第 10 条）
第 2 節 こどもの状況に応じた適切な支援（第 11 条ー第 18 条）
第 3 節 ‘ 子育て家庭への支援（第 19条•第 20 条）

第 4 章 こどもを核としたまちづくりの推進（第 21 条ー第 24 条）
第 5 章雑則（第25 条）
附則

rぇぇ 第 1 章総則

唸--- (目的）

平成 28 年 12 月 26 日条例第 31 号

第 1 条 この条例は、こどもを核としたまちづくりを進める明石市（以下「市」という。）において、
児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こどもを支援するための基本理念を定め、市、保護
者、市民等、学校等関係者及び事業者の責務を明らかにし、こどもへの支援に関する施策を総合
的かつ継続的に推進するための基本となる事項を定めることにより、ー こどもの最善の利益を実現
することを目的とする。
（定義）
第 2 条 この条例において、、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 20 歳未満の者その他これらの者と同じくこの条例に基づく支援を受けることが適当
である者をいう。

(2) 保護者 親及び里親その他の親に代わりこどもを養育する者をいう。
(3) 市民等 市民及び市内において市民活動を行う者又は団体をいう。
(4) 学校等関係者 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校その他こどもが学
び、又は育つことを目的として通学し、通園し、通所し、又は入所する施設 、（以下「学校等」とい
う。） ＇ の関係者をいう。

ぐ翠 (5)· 事業者 市内において事業活動を行う者又は団体をいう。
匹<-・・ （基本理念）

第 3 条 こどもへの支援は、こどもが成長段階に応じた学びや遊び等を通じて人間関係を構築し、自
・ ら意見を表明するなど主体的に社会に参加することができる環境を整備することを旨として行わ
れなければならない。

2 こどもへの支援は、障害等の有無にかかわらず、こどもが差別、虐待、体罰、いじめなどに悩み、
又は苦しむことがなく安心して生きてい＜ことができるよう、こどもの人権が尊重されることを旨と
して行われなければならない。

3 こどもへの支援は、こどもが自らを大切に思う気持ちや他者を思いやる心を育み、規範意識を身に
付けることにより、他者の人権を尊重することができ、次代の社会を担うことができるようになる
ことを旨として行われなければならない。

4 こどもへの支援は、市、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者がそれぞれの責務を果たすこと
により重層的に行うとともに、相互に連携協力して継続的に行われなければならない。

第 2 章責務

（市の責務）
第 4 条 市は、基本理念にのっとり、こどもへの支援に関する基本的かつ総合的な施策を実施するもの
とする。 ，
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2 市は、こどもへの支援に関する施策を実施するため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置

を講ずるものとする。
3 市は、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができるよう 、
これらの者に対して必要な支援を行うものとする。

（保護者の責務）

第 5 条 保護者は、基本理念にのっとり、こどもの最善の利益を第ーに考えるどともに、愛情をもって
こどもの成長及び発達に応じた養育に努めるものとする。

2 保護者は、家庭がこどもの人格形成に基本的な役割を果たすことを自覚し、こどもが豊かな人間性
及び社会性を身につけて成長していくために必要な協力を周囲から得て、よりよい家庭環境づくりに
努めるものとする。

（市民等の責務）
第 6 条 市民等は、基本理念にのっとり、 • こどもへの支援の重要性につし9ヽて関心及び理解を深める
とともに、 こどもへの支援に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

（学校等関係者の責務） . . 
第7 条 学校等関係者は、基本理念にのっとり、こどもがその成長及び発達に応じて、主体的に学び、
育つことができるよう、こどもへの必要な支援に努めるものとする。

2 学校等関係者は、学校等における差別、 虐待、体罰、いじめなどからこどもを守り、 ・ こどもの安全
' (ズ(:.( ？ 及び安心を確保するよう努めるものとする。

', —~ . (事業者の責務）

第 8 条 事業者は、基本理念にのっとり、社会的な影響力及び責任を意識 して、こどもの健やかな成
長を支援する活動を行い 、 こどもへの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、雇用する労働者がこどもに接する時間を十分に確保 し、 仕事と子育ての筒立を可能にす
ることができるよう、雇用環境の整備及び当該労働者が仕事と生活の調和について考える機会の提供
に努めるものとする。

第 3 章 こども支援のための基本的な施策
第 1 節 こどもの育成のための支援

（こどもの育ちの支援）
第 9 条 市は、こどもが健やかに成長するために、安全で安心な環境づくりに努めるとともに、こど
もが社会の一員と して自立してい＜ことに繋がる施策を講ずるものとする。
（相談支援体制の整備等）―

第 10 条 市は、こどもとその家族の支援の充実を図るため、こどもに関する間題について安心して相談
をすることができる総合的な相談の体制を構築するものとする。

'ｷ-<Cc-: 一,2 市は、こどもが抱える様々な悩みに対して、こども自身が相談できる機会を確保するために必要な
（ 巧~ ? ー 施策を講ずるものとする。

第 2 節 こどもの状況に応じた適切な支援
（障害のあるこどもへの支援）

第 11 条 市は、障害のあるこどもが健やかに成長するために必要な施策を講ずるものとする。
（虐待の予防等に関する取組）

第 12 条 市は、虐待のないまちを目指し 、 こどもの虐待の予防及び早期発見その他こどもの虐待をなく
すために必要な施策を講ずるものとする。 、

2 市は、虐待を受けているこども又はそのおそれがあるこどもに対して、決して尊い命が奪われるこ
とがないように、ひとりひとりに寄り添った迅速な対応を行うとともに、こどもの明るい未来の実現
のために最善の策を講ずるものとする。
（いじめ及び体罰の防止等に関する取組）

第 13 条 市は、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者と連携し 、 いじめ及び体罰からこどもを
守るために必要な施策を講ずるものとする。
（不登校及びひきこもりに関する取組）

第 14条 市は、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者と連携し、不登校及びひきこもりに関する問
題の解決のために必要な施策を講ずるものとする。
（経済的に困難な家庭のこどもへの支援）
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第 1 5 条 市は、経済的に困難な家庭に生まれ育ったことによってこどもの将来が左右されることのない

よう、これらのこどもが健やかに成長するだめの環境を整備するために必要な施策を講ずるものとす
る。 ·

（離婚前後のこども養育支援）

． 第 16 条 市は、こどもの父母が離婚等をする場合において、こどもの利益が最も優先されるよう、当該
父母が父又は母どこどもとの面会及びその他の交流並びにこどもの監護に要する費用の分担その他の
こどもの監護について必要な事項について取決めをし、その履行を確保するために必要な施策を講ず

, るものとする。

（戸籍のないこどもへの支援） . 

第 17 条 一，市は、戸籍のないこどもが社会生活を送る上で抱える問題を解消するために必要な施策を講ず
るものとする。

（すべてのこどもへの適切な支援）
第 18 条 市は、すべてのこどもに対し、その状況に応じた適切な支援を行うものとする。

第 3 節 子育て家庭への支援

（様々な家庭環境に応じた子育て家庭への支援）
第 19 条 市は、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者と連携し、ひとり親家庭をはじめとする様々
な子育て家庭に対して、その環境に応じ、こどもが安心して生活することができるための支援を行う

ぐfl ものとする。
尋 ・ （切れ目のない子育て支援）

第 20 条 市は、市民が安心してこどもを産み育て、こどもが健やかに成長することができるよう、妊娠、
出産及びその後の子育てにおける様々な段階及び状況に応じた必要な施策を講ずるものとする。

第 4 章 こどもを核としたまちづくりの推進
（こどもへのわかりやすい情報提供）

第 21 条 市、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者は、自らが行うこどもへの支援に関する施策や
取組等について、こども自身が理解を深め、自分の意見を形成するために必要な情報を、こどもにわ
かりやすく伝えるよう努めるものとする。
（意見表明や社会参加の促進）

第 22 条 市は、こどもが社会の一員として自分の考えや意見を表明するなど社会に参加する機会を設け
るよう努めるものとする。

2 市、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者は、こどもの意見表明などの社会参加を促進する
ため、こどもの考えや意見を尊重するとともに、こどもの主体的な社会活動を支援するよう努め
るものとする。

戸合 （広報及び啓発）
I _.:;、第 23 条 市は、こどもへの支援に関する保護者、市民等及び事業者の関心及び理解を深めるため、必要

な広報及び啓発を行うものとする。

（調査研究）
第 24条 市は、こどもへの支援に関する施策の推進に関し、必要に応じて、調査及び研究を行うものと
する 。

第 5 章雑則

（委任）
第 25 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
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4 条例の施策への反映 （「あかしこども財団」、「こども 食堂 」 、 「児 童相談所 」 ）

( 1) 平成 3 b 年 4 月 2 6 日記者会見

① 「あかしこども財団 」の設立（市長等）
子どもを核としたまちづくりを進めてきた明石にとって、 あかしこども 財団 を設

立し、 財団 が 主に なって、また 地域 の 方 と一 緒 に なって 子 どもたちを 本気 で応援 す

る ま ちづく りを していくという 意味 では、 本当に大 きなデーマであると認識してお

ります。そういった観点で、さまざまな方のお力添えもいただいておりますので、

応援団の皆さんにも加わっていただき、何よりも重要なのは財団 が より ス ピ ー ド感

を持って、よ り柔軟 にフッ ト ゾー クを軽 くやってい＜ ことができる体制だというこ

どが大変大きいと思っております。

ぐ

いくつもポイントはありまずが、 1 つお伝えすると こど も食堂 というテーマで
あります。これまで地域の皆様方とご一緒にこども食堂を市内全域に展開してきた

わけですが、いよいよこども財団設立によって 、 私としては 5 月の立ち上げからそ

う時間を置かずに、できれば 2 か月くらいで全小学校区 にこども 食 堂が立ちあがる”

ことは十分可能だと思っております。 大 事 なのは 各 小 学校区 にこども食堂をつくる

ことではなくて、すべての 地域にお いて 地域 の 方々が地域 の子ども に しつかりと 関

心を 持 ち、そこで得た 情報 が早い段階で行政に伝 わ って、 早期 支 援に繋 がり、 地域

にお いて 継続支 援 ができるということこそが 重 要 であります。こども食堂なるもの

をつく ／ることのみが目的ではなくて、明石市はすべての子どもをと言っております
のて、すべての子どもをと言う以上は、すべての校区に最低必要であり 、 それをし
っかりやっていくということになろうかと思います。これまでもやぅてきましたが、

今回こども財団によって、いよいよそれが本格化していくという理解をしている。

r[ >
・ぐことっ

（財団の役割） 「育 てる」 「応援す る」「つなぐ」と いう 3 つの 役割
1 点目 ・ ・・ 地域のボランティアをはじめ、地域で子どもたちに関わってくださる方々

の人材育成。（ 育 てる）

2 点目 … 今まで明石市は、 、こども基金により地域の団体さんの活動を助成してきた。
， 今後は、さらに助成だけではなく直接的な支援を含め地域の活動を応援す
る。 （応援す る）

3点目…地域の活動をしている方々のネットワークをつくり、相乗効果によって支

援力のベ一スアップを図る。 （つなぐ）

.r 

（貝体的な事業） 4 点

① こ ども 食堂 を 全 2 8 小 学 校 区に 開設 する。

② 市民による子ども 支援 活 動 を応援する取り組み ＇

現在こども夢文庫という形で、本と触れ合いながら親子

で来ていただ＜居場所づくりをしている（地域の方々がボ

ランティアで） 。活動をさらに支援していく。
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③ 子ども支援に関する研修、イベントの開催を通じ、多くのボランティアに集まつて

いたへだき、 ・援に関わっていただく。 （人 材育成 ）

④ あかし子育て応援企業を市で認定し、実施してき tこ。今後、具体的な取り組みをこ

ども財団が担い、より市民の力を発揮していただく。 （ 応援 企 業 との 連携等 ） 、

子どもを誰一人見捨てな いという 明 石のスタンス で 、子どもに関心を持つ大人の方を地
域の中で増やしてい＜環境づくりをこども財団がする。

より地域に入り込んでいき、後に設置する児童相談所にしつか·. りとつなげ、明石全体と

して総合支援ができるような体制づくりを目指す。

（組織体制）東京大学名誉教授の濱田純ー氏を理事長
平成 3 0 年度の予算 (5 7 0 0 万円ほど） ＇

で') ., 竺1 ~m 平成 30 年度予算
丘
一

．

、 事黎名

こどもの居場所づくり事業 22,000,000 

''1? 算概要
e'-

こども食裳運営支援に係る経費
助成金、使用料髯需用費など

地域活動支援事業他 7, 175_, 000 

児童健全育成活動支援、子育て支援活
勁支援ふこども夢文庫運営支援に係る
経費
助成金、需用費や報償質 など

("1-I 子育て応援企業連携事業
合立-:-:-
ヽ .:,·,

967,000 

子育て応援企業との連携、子育て応援
メッセ開催に係る経費
委託料｀需用黄、報償費 など

あかしこども財団運常事業 26,.9.40, 000 

財団の運営に係9る経費
人件費、備品、消耗品、光熱水費、
和税公諌な:• と ．

こども支援人材育成に係る経費
委託料.. 幸艮償費｀需用費 など

啓発活動lこ1系る経資
委託料、，輯償費、需用費など

t
 

I
]
 
II
• 合 57,082.000 
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＊あかしば版こども食堂（こどもの居場所作り） の開設

• 
あかし版ことも食堂(<.いパ
こどもが安心して過ごせる居場所であるとともに、こどもが感じる不安や心配

• を早期（コ巴握し、必要な支援につなげる 二;.'-,;-I (l'.'• . , S : ,: . ; 
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・点 f1\'.
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い啜：考

cｷ) 
冴忍·

（助成内容）

(3) ' こどもの居場所づくり事業助成金の内容

(1) 助成金の種類

運営助成：開催 1 回につき助成しますe

特別助成： 1 年度に 1 回、原則備品の賠入費用として助成します。

衛生管理助成 1邸硝衛生協会が開催する食品衛生只任者養成溝醤会の受―

料実閲分を助成します。

—~-. .... • • ..、→ ・・

s: 市販品の捉供 、．
o, oooj 

運盆団体が」芸業許亘を取得．しており、主に飲食業を営む団佐...:.::: 錮今の芦
に対しては下記の表の通りに助成します。

三／二ロ―丁；／―;-~-;;五――-—-—l
特別助成 (1 年度に 1 回） 20; 000 円---—,_,__ ·· ··----心.. • . .. ｷ-ｷ 一ー・-·、 --•· 'ｷ 
衛生管理助成 . • 

□豆度の限度額（上限）--—————-—-• -、 , -- I_ 

,3 5 0 t _ _o p; (J円
-—----·--~ ー-心-· ご..,...,. .. ~.,..-,. . • -,-~----"-"一-~—• .~ 一

• (2) 食事の提供方法 . ｷ, ｷ, 

A. 手作りの食事
速営されるみなさまが食事を提供される場合、または参加者と一緒に
調理をして、食甲をされる場合。

·• . .; 

8. 市販品の提供
運堂されるみなさまがパンやお頚子、お弁当といった市販品を購入し¢ら
参加者へ！足供される場合。

※上記を組み合わせについて例えば、普段は手作りの食mを提供し、学校
が長期休みの間は市販品の食mを捉供するというごとも可能です心

-10 -



③ 児童相談所開設について（市長。同記者会見抜粋）

なぜ今この時期かというのを少しお話したいと思います。 2 0 1 9 年 4 月に明石は児童

相談所を設置します。児童福祉法の法改正後、明石が初の、 1 0 数年ぶりの児童相談所設

置 になります。繰り返しお伝えしますが、 児 童相談 所 は単 なるハコ モ ノで は あ りま
せ ん。児童相談所を設置するというのは、 子どもたちに対 し て明 石 市 が し っかり責

任 を 果 た す ということだと思っています。そういう意味では、 すべて の 子どもた ち

をま ち のみんなで、一人ひと り に 寄り 添 って本気で 応援す るんだ、 それ を や る
こと が ま ち のためなんだという考え方に基づいています。児童相談所に 先 だって 、 こ
ういった 財 団を 設 立するこ ・とによって、こども 食堂につきましても、すべての市民で支え

てい＜ 体制が 整 いますし、早い段階での支援ということにつながつてい＜ ~ 

よっに、 こ れは

児章相談所 を にら んでの 動 き であります。

-.-.、.r-, 月！ また、児童相談所を設置すれば、措置権によりまして一時保護もしますが.:、一時保護し
翠翠
た子どもがすべて元の家庭に戻れるとも限りません。そういったときに、 里 親 もいろいろ

種類がありますが、ボランティア里親も含めて出来る限り子どもたちが愛情と栄養をしつ

かり受けながら育つような環境整備をしてい＜意味でも、地域の方々が自分の子でない子
どもに対してもしつかりと愛情を注いでいただけるような ネ ッ ト ワークづくり が必要だと.. ( 

考えています。私としては児童相談所は、こども 食堂や里親 とすべてつながつてお り 、こ

れをしっか り とやってい＜ことが貴 任を 果 た す こと だという思いを持っております。そう
いった思いに共感いただいた全国レベルの方々が応援団として加わっていただいていると

いう認識をしており、 明石 市と し ては最重 点課題 として取 り 組 んで い きた い と考
えているところであります。

（記者）

で
ー こども食堂の全小学校区設置を目指すということですが、全小学校区にこども食堂があ

安翠：：：るというのは、県下では他に例はないんですか。

（市長）

県下 で も 全 国 でもないだろう と思います。目指すというところは最近出てきていま

すが。市の直営ではなく財団の直営ですから、地域と相談しながら場合によっては、まず
財団が直営で始めて、その後地域に引き継いでい＜ことも可能です。そういう意味では実

し 現可能だと思っています。私としては、 つくることに 意 昧がある ので はな く て、つくつだ
後 に子ど も に 寄 り添うような 体制 とか、 椙報 を早 期 に 把握できるような状況に す ることが

ポイン ト だと思います。

（記者）

その後につなぐための財団であるということですね。

-11 -



（市長） ，

そうです、やはり 中間目標は来年 4 月 (2 0 1 9 年 ） に設置する児童相談所 で
す。いつも思うんですが 、、児童虐待とかいうテーマは大抵地域の方は気づいているんです。
気づいているけど情報が来ないために対応が遅れてしまうんです。地域の方が地域に関心

を持てば、寒空の中、玄関先にいる子どもがいれば気づきますし、子どもの叫び声が聞こ

えれば気づくわけであって、すべてではないですが気づ＜可能性が高いと思っています 。

地域の方が地 域 の子 ども の SOS に強 い 意識 を持つということが、児童相談所が しっか り と
早 期に 把 握 し、支援で きる ことにつながると 思 ってい ます ので、 そ ういう 意昧 で は児 童相
談所 のスタ・ート までには、さらに 地域が子ども に 強 い 関 ｝ら を 持 つ 明 石に し て おきた 9いとい
う思い は強 く 持 っていま す 。 ぞうでないと 、単に権限だけ児童相談所に来たところで、児

童相談所で待っていてもた＜さん情報が入って来るというのは残念ながらないという思い
があります。 . 

も

で

で
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子どもが叫 んでいたことを皆知っていたんです。にも 関わ らず助けられなかったとい しう経

験をしてから、本当は命を助けられたのではないかという思いを持ちま した。 さま
ざまな子どもに 関する情 報が寄せられるまちをつ く ら ないこと に は、児意虐待 防止 は本当

に は 出来ない と思っていますので、そう いう意味では児 童 相 談 所の釆 年 4 月の設猶 を 目
指し て、地域の子どもに 関 Iらを持つ大人の圏 を 増 やすと いうこ とは重要だと思ってい
るところです。

また、児童相談所をつくつてもいきなり一時保護なんてしたくないんです。一時保護を

してかえって家族の中に亀裂が生じたり、戻りにくくなったりします。早い段階であれば

親子そろ ってこども 食堂 に 来ていただいて、ゆっくりしていただくとか、子 ど もについて

もシヨートステイで少しお 預かりして、親御さんがほっとでき、る 機会をつく る とかしない

て又ーと、 極錮に介入して保護 して足りるほ ど簡単なテーマ で はありません ． できれば元の親御
翫; : さんのところで、子どもが愛情を持って育ってほしいと思いますので、 早い段 階で子ど
もの状 況 に気づく と いうことが大きい テーマであると思っています。そういう意味
でも今回の財団の設立と、こども食堂をせめて 2 か月で全校区に立ち上げ、そして地域の

方が一緒にやっていただける体制をつくつてい＜ことが重要だと思っているところです。
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• 児饂相談所の問設 （平叩1年 4 月 1 日）
• 伍‘、松-~u;-も, }i rnu 

/ 市有地（保健所横の駐車場内）に新築→ 保健所と隣接
rf:i(D~ ! 西心）中心である J R 大久保山駅付近の市有屯" !\I<が·':>徒歩 3 分

> 児顕相談所」こ子育シて京接こセ之乞一を併設。

【建物の概要】

敷地面積 約2,s4om

構造・階
数

ぐ

鉄骨造2階建て

え
―i·
、

.e
均
じ
・

C
翌

建築面積 1 約1,160吋

延床面積約2,300吋

r-:-―-一:-~-✓「三］・-―-7

-I 
.''ｷ 

l-:-l-A タ、｛貨

明 :f.: i こ ,i もセ~ヽ勺

. r 、._,. 

' ｷｷ" -...,.、'
. ~ •" 

ヽ、

（児粗祖談所）完成イメ~-.. :./ 

頃~-·:m•

., 
' 

ヽ
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編基礎自治体の児象相談所たからできること ゆ耀湘~;せ所ふ籾乃怠裕）

1 漏れなく！、「紺 i爵な支援哀： f'f 迅速に i行う体制O)確立 ' 

子ども家庭支援について、 一貫して市が費任をもつことにより、［文援割甚団叫己祖
ちることなく支援を届けることができる。

.. A
3
-
-

.
 

•i-

r
＼噂

'i —:; j 1, ·~;,: 

基礎自治体にはさまざまな支援ツ→ールがある，また、顔の見える関係で庁内関係
部署や地域の関係機閉・団体・市民との情報共有・連携が可能。高い専門性をも
つ鬼鼠相談所が支援をJーディネートし、子どもと家庭の状祝に応じた最適な支援
を届けることができる<)

l ttl i.:':: f' 

児童相談所に付与された法的権限{;::より、一時保設なども含め、子どむ辺迭翌か
な安全確保が可能となる。

" 

ン児望相談所設笠後、親もとで栖らすことがてきないこどもが、家庭と同様の環i見笙とこ
虚り一人にとって望ましい環境で笞らすことのこきる五う「あかし里親100%プロジェ
!ll-:」を展開

ノ

．
脊
y

,

そr
＼啜

／児•閲柑談躙戦後、里親を必要とする就学前乳幼児の委託率 100%を目指し、全l8小学校区
での里親配図に取り、組む

・里親にOO心がある方への個別相談会、里親制度普及のための［あかし毘親フォーラム」の問催、啓
発用ポスクゴの掲出しチラシの全巨冶会へ0)配布、市民向け翡沿図向けの出前講座の開催などを市
独自に実施

: 【市が関わり、里親登録につながった方の実績 （予定含む）】
': • H29年悶: • 2 組（四旺環済）
: • H30年 ; 1 3 組（里親登録のための研修を受講） '¥  

... -ｷ--- - . . - . - . --.. .. - ,... --- ...  - - - . - - . こ. .. - . ー.. ヽ•

゜
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市による一白したチとも家庭支援のイメーシ

• . • 一時保印硝
• 専門性に基づくアセスメントと
支tlのコーディネート

口） ．

、．

"'ｷ ... , 
ヽ~-.'ｷ 

.• 母子保健、千訂て支慢セ:.-11. . ｷ.. .. -~--~. : —— 

• 、ー濤闇係郎署との連携 ， . 
J 捲域の衷直竺庄翌遠携-.. 一 .-,-~----- 、.-. -·., -- • —· ヽ:.· ｷ" ::ｷ'_ｷ: 

まとめ
．~ ： ・

・ . , ,; .; • 

すべての子どもの健やかな育ちを地域みんなで

ぐ
＼

地域も元気 になる！
直 l囀1舅\H1'1tt<F<・令・ぶ詑済H"也'''i.l刊l 心,,1,,rm:,,l!<I\

j,_, 丸 t..... :&心必~心匹古畑応し｀心む.,.,.守中"""'心,... い止

} 

（総合的支援）

1'<'111庫印

, .. 
: 子とも碕環は、社釦未汰
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5 各施策実施の効果度

,..;•, 
, .. rJJJ ,i:、i 、/J> _ ?Jl.f ヽ i

) , 

1 来る人も

2 住む人も

\-' `
~―
-
．
一
.. 

J
 
.. 
“ 

~
喫

3
 

ちゃんも

4 磯収も
z·\\,~'l .. 

公，9

Of 心 ご Fdt' タ i 置 / 

⇒ 交流人口 4割 ,.,ふ

il .ｷ ゞ＼●:, 占閂会

．＇＾ 曹·· · - · · ·• . ・

⇒ 定住人口 5 年連続：狩

⇒ 出生率・出生数の叫復

⇒ 個人市民税 6億円熔

5
 

ちの も ⇒地域経済、打生化

叫1石市0)人 1: j 閉減の推移
人口減少から一転して凸~! か濯続増加

c:: 忍.. 平成 29 年 8 月には、

※11 月 1. 8 現在 29f.1. '123 人 、 . •... , ｷ-ｷ 

、,: :’ 

ｷ292,550 
{H22) 

(H30) 
( ' 

各年4 月 1 日現在
※園i,訊査惰It ,人口

)·~ か1 i 1 

294,312 
,1- (H29) 

) ..` 
•' 

, 293,127 
(H28) 

2~0,858 
(H26) 

290,742 
·~ 

(H23)' 
で

290,493 290,349 
(H24) (f..l? べ＼

291,479 
(H27) 

¼ii医療堕町斗化

記え．丑以阻
保HH熊料化

-16 -. 



人 の
【年代別転入超過数】

ヽ
点
作

; 、'·._· ;·;:,

+811人 ・
, 

直
，

冨
ぷ
-
i

(
iii
 

`『§
，ー・", ..'ｷ" . ,., 込.. ? 

5-..., 昧幾 · +266人

if虞~14歳十151 人
” I, 
、疇.,.....J 15--<,· 19歳

,,、 20rv24哉 +i1s人
¥'  ., .' 

、; .~(今；¥ "(.  ''"ヽ
','.;, _,..) 

， ・ 35 ,.._,39歳

40,、.,44歳

___ 45,-,,.,49歳

ｷH25, 1~,.,H29.12 
転入者から
転出者数を引いたもの

, 

十 150人、 . '

十 13人

-58人 L J so",54歳

ｷ122. 人~-...J 55 ,,,, 59澄

· 2J、 60歳以上

' 

+727人

+1;692人
m、た

,n曝

+l,167人

明石市のまちづくし）の基本理念
ー 屯唸惑4

‘
’
i
裕
差
．
ぐ

盆

ジてのこ

誰一人として

2
 

,. -ｷ. ~ ん
行政も地

勺もたち生

てない⇔

｀で

（支援の対象）

X 貧困

も一緒に⇔

3 ことも目鉛で （支援の視点）
八lその子に寄り添う⇔ -~ 行政目

（支援の責任主体）

だけのx
 

”
も1

4
7
 

•,'
‘ ー

, ー

定

や

ゞi .,
) 1'.1_ • . ｷ.-

任 ．

目

4
 

｀＂ヽ;'滋.·, ·•'-.J . 
,,,<{;; (支援の内容程度）

あれもこれも本気で • y、予算の

~~J ,1ｷ1 , I 

...' 

囲内
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一 考 察 、

明石市では、平成 2 5 年度より「こどもの医療費無料化 （中学生まで）」、平成 2 8年
度より「第 2 子以降保育料無料化」等、子どもを核としたまちづくりを進めてきた結果 、
定住人口の 5 年連続増、· 出生率．出生数の回復、個人市民税の 6 億円増、平成 2 8 年8 月 ‘

には、過去最高の人口を突破するなど、様々な成果を上げてきている。

6
 

疇．臣
t -賓’以 .--. '

'"'"ヘ""•Tぶ'"

3つの “ 
··•···· ·· 
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， でヽ

~·~ 鬱

料化”

第 2 子以陪,~完全 料
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・
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ー
ー
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岱ー一

節
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・

》℃
 

し
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な瞑
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制

一
j得
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応
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一
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し
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中学生まで完全無料

子とも 9こ利用料無粗
I_._ 

.. 

ずヽヽ-~ ・,Ir j) ,, , 
¥・

亀

-r,., 
t,_''.• 

... . ヽ，.' 
I ヽ.. (). ,• ヽ

. ,., . 

. 
.,. T• . か＇ ・. . 

, 
. .t , 1'1,1 - .、 1-r/.. .

・. .. , 

明石駅前再開発ピル内
輯子交涼スペ―::Aぐ,.f ハ.klヽレ J

また、平成 2 9 年4 月 1 日より「明石市こども総合支援条例、」が施行され、児童の権利

に関する条約の精神にのっとり、市、保護者、市民等、学校等関係者及び事業者が、こども｝への支
援に関する施策を総合的かつ継続的に推進 、し、こどもの最善の利益を実現することを進めてきてい

る。 ．

CJ) ；召.,~ • .,, ,ｷ7:,ｷ ~~ -~"'ネットの

. ~ あれもこれも、てきる~'とはすぺてや-~-. ヤ
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” 
ゞ
｀ 婚前藷のこ

f·、 (2; 児童扶養手当の舞月支結 ・て令．，
• ｷ.. , , 1 1• I~, , l , ｷ', I t-1 1 I 

、 3 無戸籍者支繹｀ゃ認・ゞ{'\.

ヽ
！

とも支麺 ＼巡,._ ... ~-

（面会交流 ー・養育費確保なと）．
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ー

あかし版ことも食堂 ・（全28小学校区に開殴）

〈5 里親 10,0_¾ プロジェク—
6 児童相談所の設置 ， 、、谷名

l ,.,,., . . . ✓-~ift.~ じ 戸: ,. ぽふ応 L
• • ( _, が- ·-- 、-- :'·_~ : , _ .' 、:;:ii '-;●：·.、
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さらに、平成 3 0 年 5 月には、あかしこども財団の設立、平成 3 1 年 4 月からは、児童

相談所を開設し、子どもたちを取り巻＜諸問題を総合的に支援する体制を整えていこうと
している。

振り返って郡山市は、 2 0 1 8 年 3 月に子ども条例が策定され、 4 月より施行されてい
る。子ども条例の目的には、未来を担う子どもたちがいきいきと輝くまちづくりを、児童

の権利に関する条約の精神にのっとり進めて行くことが書かれており、子どもを第ーに考 ，

えるまちづくりを推進することにより、子どもが健やかに成長し、自立できる社会を実現

してい＜ことが示されている。

現在、郡山市が所属する県中児童相談所館内でも、相談件数が増加しているだけでなく、

県内の 4 児童相談所の中で最大の相談件数等を記録している。

この様な現状を見据え、中核市である郡山市においても明石市や横須賀市に倣い、こど
も食堂への支援、こども財団等の設置、児童相談所の開設等に向け、先進地の取組を参考
に、できるところより検討を進め、実現を図ってい＜必要がある。
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・妊婦全数面接
・乳幼児全慮匪蔑
・ あかし版しども
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7 調査の様子

明石市議会副議長
千住 啓介氏

〇
ー
・

1

明石市こども育成室利用担当課長

鈴木 ‘ 健一氏

調査の様子 2 (飛田・八重樫・飯塚）

明石市政策局政策室総合戦略担当課長

、岡田武氏

調査の様子 1 (飛田・八重樫・飯塚）

明石市議会玄関にて
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9 名 刺

明
石
市
議
会千
住

副
議
長

啓
介

自
由
民
主
党

轡 .• ‘. '
 
.. 
9
`

，

ト

鈴木健一

明石市福祉局こども育成室利用担当課長
〒673-8686 明石市中崎 1 丁目 5 番 1 号
匹078-918~5093 Fax078~9i 8-5650 
E.,.mail 

ゎ料ち
ぁヤし蝶臨

課長

水野 臣又
只

、 .

-.,
 .

J;
 

,' ., 室 長 永 富 秀 幸

ｷ' , .. 
〒673-8686 兵庫県明石市中筒 1 丁目 5 番 1 号
TEL 078-918-5282ｷFAX 078-918-

Eヌ内一
5196 
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